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練馬区指定介護予防・生活支援サービス 通所型サービス 重要事項説明書      
＜２０２６年 ６月１日現在＞ 

 

１．当センターが提供するサービスについての相談窓口 

  電話：０３－５３９９－５３１５（月曜日～土曜日 午前８時３０分～午後５時１５分） 

  担当：木下 美奈 

 

２．練馬キングス・ガーデン デイサービスセンターの概要 

（１）事業者の名称・所在地・サービス提供範囲等 

    名   称   練馬キングス・ガーデン デイサービスセンター 

   所 在 地    練馬区早宮二丁目１０番２２号 

 介護保険指定事業所番号    東京都  １３７２００１１３９ 

 サービスを提供する範囲    練馬区 

送迎サービスを提供する範囲   練馬区 

                              

（２）職員体制 

       資   格   正職員   非常勤      計 

   管 理 者   １名    １名 

  生活相談員  介護福祉士   ２名＊    ２名 

  事務職員    １名    １名 

 介護･看護職員  看護師    ３名   ３名 

 介護福祉士  ２名＊  ８名（１）  １０名（１） 

認知症基礎研修修了  １名（１）   １名（１） 

 機能訓練職員 マッサージ師    １名  １名 

鍼師・灸師 

 

 １名（１）   １名（１） 

 運転手     ６名（６） ６名（６） 

                                                ＊１名兼務   （ ）内は男性職員  

  

（３）同センターの設備の概要 

   定   員                 ４０名 

  食堂兼機能訓練室                   １室 

  和   室                   １室 

  浴   室          一般浴・リフト浴 

  送 迎 車 施設車輌３台 

 

（４）サービス提供時間 

  月曜日～土曜日   午前８時５５分～午後５時０５分 

 

（５）休業日 

日曜日  

年末年始 １２月２９日～３１日、１月１日～３日 
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３．提供するサービス内容 

      ①生活指導（相談・援助等） 

   ②運動器機能訓練（日常生活動作） 

   ③共通サービス（食事・入浴等・日常生活の支援） 

   ④健康管理、療養上の世話 

   ⑤送迎サービス（車輌による） 

   ⑥アクティビティサービス（グループで行われるレクリエーション・創作活動等の機能訓練） 

 

４．料金 

（１）利用料金 

  ①通所型サービス（デイサービス）基本額 

  １月あたりの 

利用料金 

（介護報酬額） 

１月あたりの 

自己負担額 

（1割負担の場合） 

１月あたりの 

自己負担額 

（2割負担の場合） 

１月あたりの 

自己負担額 

（3割負担の場合） 

通所Ⅰ（週１回、 

要支援1.2・事業対象者） ￥１７,６７９ ￥１,７６８ ￥３，５３６ ￥５,３０４ 

通所Ⅱ（週２回、 

要支援1.2・事業対象者） ￥３６,２４２ ￥３,６２５ ￥７，２４９ ￥１０,８７３ 

 

  ②サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

通所Ⅰ １月あたり  ￥９５９ 

     ただし、介護保険適用時の１割負担は￥９６。２割負担は￥１９２。３割は￥２８８です。 

通所Ⅱ １月あたり  ￥１９１８ 

     ただし、介護保険適用時の１割負担は￥１９２。２割負担は￥３８４。３割は￥５７６です。 

 

  ③介護職員等処遇改善加算 Ⅰロ   （基本サービス＋加算合計額の１２.０％相当） 

   

④食費      １食あたり    ￥７４０（全額自己負担） 

 

  ⑤その他、特別な費用については、実費負担となります。事前にお知らせ致します。 

           

（２）支払い方法 

   毎月１５日までに、前月分の利用料を請求いたしますので、月末までにお支払い下さい。お支払

いいただきますと、領収書を発行いたします。領収書は再発行できませんのでご自宅で保管下さい。 

      利用料の支払い方法は、現金、口座振替のどちらかを契約の際に選ぶことができます。 

 

５．サービスの利用方法 

（１）サービスの開始 

※直接お申し込みの場合：まずは電話等でお申し込み下さい。 

※居宅介護支援事業者からお申し込みの場合：担当の介護支援専門員と調整してから事前面接に

ついてご連絡します。 

事前面接の後に、契約を締結し、サービス提供を開始いたします。 

（２）サービスの終了 

  ①利用者の都合でサービスを終了する場合 

   サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出下さい。 

②当センターの都合でサービスを終了する場合 

   人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があります。そ

の場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。 

  ③自動終了 

   次の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

   ○利用者が介護保険施設に入所した場合 
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   ○利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）、または要介護と認定された場合 

   ○利用者が死亡した場合 

   

④その他 

   ○当センターが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利     

用者や家族に対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当センターが破産した場合

は、利用者に文書で通知することによって、即座にサービスを中止する場合があります。 

      

 ○利用者がサービス利用料金の支払いを１ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告した      

にもかかわらず７日以内に支払われない場合、正当な理由がなくサービスの中止を頻繁に繰り返

した場合、入院もしくは病気等により、３ヶ月以上にわたってサービスの利用ができない状態が

明らかになった場合、または利用者や家族などが当センターや当センターのサービス従業員に対

して、この契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即

座に契約を終了させていただくことがあります。 

 

 

６．当センターの通所型サービスの特徴 

（１）運営の方針 

      利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限り居宅におい

て、有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場に立って援助

を行います。 

   事業の遂行に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、居宅介護支援事業者、関係区市町村、

地域の保健・医療・福祉サービスを提供する機関と密接な連携を図り、常に利用者の立場に立っ

たサービスの提供に努めます。 

 

（２）サービス利用のために 

事 項 有 無 備 考 

男性介助員の有無 あり  

時間延長の有無 なし  

従業員への研修 あり 年１回以上園内・園外の研修に参加 

サービス・マニュアル あり サービス・マニュアルを作成 

 

 

（３）サービス利用のための留意事項 

送迎時刻の連絡 車輌の停車時刻の記載された「送迎表」を事前に配布いたします。

時刻等の変更がある場合には随時発行いたします。 

ご本人のご希望により送迎しないこともできます。 

体調確認 デイサービスセンターに到着後、毎回血圧･脈の測定、及び適宜

検温を行います。 

体 調 不 良 に よ る  

サービスの中止・変

更 

医師による診療、治療を必要とされると判断されるとき（発熱、

ひどい下痢、血圧の大きな変動、伝染性疾患の疑いなど）等の場

合には、サービスの利用を中止したり変更したりすることがあり

ます。 

食事のキャンセル 検査・体調等の理由で、当日の午前８時３０分までにご連絡があ

った場合は昼食をキャンセルすることができます。 

その場合、食事料金はいただきません。 

時間変更 通院等で通常の送迎時刻と異なる時刻に通所される場合には 

当日午前８時３０分までにご連絡下さい。 

設備・器具の利用 利用者の方々に、当施設の器具等を有効に活用していただけま

す。破損等しないよう取り扱いにはご注意下さい。 
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禁止行為 

 

 

利用者またはその家族による、職員または他の利用者に対する身

体的暴力 

利用者またはその家族による、職員または他の利用者に対する精

神的暴力 

利用者またはその家族による、職員または他の利用者に対しての

セクシャルハラスメント 

その他 

 

 

健康と生活の安定のため、事業所の風紀を尊重し、共同生活の秩

序を保ち、相互の親睦に努めましょう。 

貴重品や多額の現金はお持ちにならず、持ち物にはお名前をお書

き下さい。 

 

７．緊急時の対応 

  サービスの提供中に容体の急変等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、 

救急隊、ご家族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 

    

緊急連絡先 

 
氏 名①  続 柄  

氏 名②  続 柄  

電話番号 
①                               ② 

                           

住 所 
①                                ② 

 

 

主治医連絡先 

 
病院名  

医師名  

電話番号  

住 所 
 

 

 

８．事故発生時の対応 

（１）事故発生時の対応・処理 

事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、区市町村、利用

者のご家族、居宅介護事業所等に連絡して必要な措置を講じます。また、事故の状況及び事故に

対してとった措置について記録します。 

（２）再発防止 

   事業者は事故発生後、事故の起こった要因を十分に検討し原因解明を行い、再発防止に努めます。 

 

９．虐待の防止について 

  事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定し、虐待防止・対策委員会を定期的に開催しています 

   虐待防止に関する責任者 木下 美奈（生活相談員） 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 
（３）苦情解決体制を整備しています。 

（４）従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

（５）介護相談員を受け入れます。 
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（６）サービス提供中に、当該事業所従事者または養護者（現に養護している家族・親族・同居人等） 

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

１０．非常災害対策 

  ○火災・大地震時の対応   防災計画に基づき非難・誘導 

○防災設備         スプリンクラー設置、消火用散水線及び消火器を各階に配置 

  ○防災訓練         月に１回実施 

  ○防火管理者等       防火管理者  施設長 

                火元責任者  各室に配置 

 

１１．サービスの内容に関する苦情 

（１）利用者相談・苦情担当窓口 

   練馬キングス・ガーデン デイサービスセンター 

   生活相談員 木下 美奈  

   電話番号  ５３９９－５３１５ 

 

（２）当センター以外の相談・苦情窓口 

   上記以外に、次のような機関でも様々なご相談・苦情等をお受けいたします。 

 

○高齢者相談センター(地域包括支援センター)[本所] 

介護保険に関する苦情・相談やその他高齢者の福祉に関する相談に応じ、在宅介護の支援をしま

す。また、高齢者相談センター支所と介護サービス事業者などとの調整、指導、援助をします。各

総合福祉事務所内に区が設置しています。 

 

担当地域 名称 所在地 電話番号 

氷川台、早宮 

北町 6・7 

北町はるのひ 

地域包括支援センター 

北町 6-35-7 

（北保健相談所内） 

03-5399-5347 

 

錦、北町 1～5・8 

平和台 

北町地域包括支援セン

ター 

北町 2-26-1 

（北町地区区民館内） 

03-3937-5577 

田柄 1～4 

光が丘 1 

田柄地域包括支援セン

ター 

田柄 4-12-10 

（特別養護老人ホーム内） 

03-3825-2590 

春日町、 

高松 1～3 

練馬高松園包括支援セ

ンター 

高松 2-9-3 

（特別養護老人ホーム内） 

03-3926-7871 

光が丘 2・4～6、旭町 

高松 5丁目 13～24番 

光が丘地域包括支援セ

ンター 

光が丘 2-9-6 

（光が丘区民センター2階） 

03-5968-4035 

 

○ 練馬区役所高齢施策担当部介護保険課  

電話 ３９９３－１１１１    (月～金曜 午前８時３０分～午後５時１５分) 

   

○ 練馬区保険福祉サービス苦情調整委員事務局 （行政とは独立した第三者機関です） 

      電話 ５９８４－１４７２    (月～金曜 午前８時３０分～午後５時１５分) 

   

○ 東京都国民健康保険団体連合会 介護相談指導課 

      電話 ６２３８－０１７７    (月～金曜 午前８時３０分～午後５時１５分) 

 

○ 第三者委員 田中 康一 委員  川染 智子 委員 
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１２．事業者の概要 

 

法人名称     社会福祉法人 キングス・ガーデン東京 

   法人代表     理事長  片山 信彦 

   法人所在地    練馬区早宮二丁目１０番２２号 

   電話番号     ０３ー５３９９－２２０１（代表） 

   事業内容     介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

            短期入所生活介護（ショートステイ） 

            居宅介護支援  （ケアマネジメント） 

            訪問介護    （ホームヘルプサービス）  

 

 

 

 

 

        年    月    日 

 

介護予防・生活支援 通所型サービスの提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づ

いて、重要事項を説明しました。 

 

 

   事業者 

      ＜事業者名＞ 練馬キングス・ガーデン デイサービスセンター 

      ＜指定番号＞ 東京都 １３７２００１１３９ 

      ＜住  所＞ 練馬区早宮二丁目１０番２２号 

 

      ＜説明者名＞  所属 デイサービスセンター 

 

              生活相談員 

                 木下 美奈        印 

  

 

 

 私は、契約書及び本書面により、事業者から介護予防・生活支援通所型サービスについての重要事項

の説明を受けました。 

  

   利用者 

＜住  所＞ 練馬区                            

 

 

    ＜氏  名＞                  印 

 

 （代理人） 

      ＜住  所＞                                

 

 

   ＜氏  名＞                  印 

  

 


